
 １．健全化判断比率

　（１）実質赤字比率

　 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率であり、平成１９年度は黒字である

 ため、実質赤字は生じていません。

 ※　標準財政規模・・・地方税、普通交付税などの毎年度経常的に収入される一般財源（使途の特定

　　　　　　　　　　　 されていない財源）のことで、各地方公共団体の標準的な財政規模を示すも

　　　　　　　　　　　 のです。

　（２）連結実質赤字比率

　 一般会計等に加え公営企業を含めた実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率で

 あり、平成１９年度は黒字であるため、連結実質赤字は生じていません。

　（３）実質公債費比率

　 一般会計等が公営企業会計等を含めて負担している公債費などの標準財政規模に対する比率であり、

 平成１９年度は早期健全化基準である２５％を下回っているものの、今後、公債費の増加に伴い、当

 該比率はさらに上昇する見込みです。

　（４）将来負担比率

　 一般会計等が公営企業及び損失補償を行っている公社・三セク等を含めて将来負担する可能性のあ

 る債務等（将来負担額）の標準財政規模に対する比率であり、平成１９年度は早期健全化基準である

 ４００％を下回っています。将来負担比率の中で最も大きなウエイトを占めるものは地方債現在高で

 あり、その他、退職手当の負担見込額、設立法人の負債額等の県の負担見込額などから構成されてい

 ます。

 ※　将来負担額・・・地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額（公債費に準ずるもの）、公

　　　      　　　　 営企業への繰出見込額（公債費分）、退職手当の負担見込額、設立法人の負債

　　　　　　　　　　 額等の県の負担見込額（損失補償等による県の負担）、連結実質赤字額　など

 ２．資金不足比率

　 　・資金不足比率は、各公営企業毎に算定するもので、資金の不足額の事業規模に対する比率です。

　　　 業会計、港湾土地造成事業会計、電気事業会計、水道用水供給事業会計の７つで、いずれも資金不

　　 　足はありません。
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石川県の平成１９年度決算に係る健全化判断比率等について
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全国平均

２．資金不足比率（公営企業の経営健全化に関する判断比率）

財政再生基準

 　　・対象となる公営企業は、流域下水道特別会計、港湾整備特別会計、中央病院事業会計、高松病院事

本県の比率 経営健全化基準
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健全化判断比率等について（ポイント）



○　各比率の算式

○　各比率の対象範囲

（参考）

１．実質赤字比率
　　 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

２．連結実質赤字比率
　 　全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率

３．実質公債費比率
　 　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率　（３ヶ年平均）

４．将来負担比率
　   一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

５．資金不足比率
　　 公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率

　　 連結実質赤字比率 ＝
連結実質赤字額

標準財政規模

　　 実質公債費比率 ＝
（元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　 　将来負担比率 ＝
将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　　資金不足比率 ＝
資金の不足額

事業の規模

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
＝　　 実質赤字比率

県の会計区分
石川県一般会計
石川県証紙特別会計
石川県土地取得特別会計
石川県母子寡婦福祉資金特別会計
石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計
石川県農業改良資金特別会計
石川県林業改善資金特別会計
石川県沿岸漁業改善資金特別会計
石川県金沢西部地区土地区画整理特別会計
石川県育英資金特別会計
石川県公債管理特別会計
石川県公営競馬特別会計
石川県流域下水道特別会計
石川県港湾整備特別会計
石川県立中央病院事業会計
石川県立高松病院事業会計
石川県港湾土地造成事業会計
石川県電気事業会計
石川県水道用水供給事業会計
　　　－
　　　－
石川県道路公社
石川県土地開発公社
石川県住宅供給公社
（財）石川県林業公社
（社）石川県農業開発公社
（財）奥能登開発公社
（財）石川県県民ふれあい公社
（財）石川県産業創出支援機構
（財）石川県地場産業振興センター
（財）いしかわまちづくり技術センター

公的信用保証機関 石川県信用保証協会
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○自主的な改善努力による
財政健全化

・財政健全化計画の策定（議会の議決）、
長に外部監査への監査要求を義務付け

・実施状況を毎年度議会に報告し公表

・早期健全化が著しく困難と認められると
きは、総務大臣又は知事が必要な勧告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

公営企業の経営の健全化

○国等の関与による確実な再生
・財政再生計画の策定（議会の議決）、
長に外部監査への監査要求を義務付け

・財政再生計画は、総務大臣に協議し、
　同意を求めることができる
　【同意無】
　・災害復旧事業等を除き、地方債の起債を制限

　【同意有】
　・収支不足額を振り替えるため、償還年限が計画期
　　間内である地方債（再生振替特例債）の起債可

・財政運営が計画に適合しないと認められる
　場合等においては、予算の変更等を勧告

○赤字団体が申出により、財
政再建計画を策定（総務大
臣の同意が必要）

　　
　　　　

財政の再生

地方財政再建促進特別措置法

新
し
い
法
制

現
行
制
度
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全
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○指標の整備と情報開示の
徹底

・フロー指標：実質赤字比率、連結実質
　赤字比率、実質公債費比率

・ストック指標：将来負担比率＝公社・
　三セク等を含めた実質的負債による
　指標

→監査委員の審査に付し議会に報告し公表

健全段階

＜現行制度の課題＞

・分かりやすい財政情報の開示等が不十分

・再建団体の基準しかなく、早期是正機能がない

・普通会計を中心にした収支の指標のみで、ストック（負
債等）の財政状況に課題があっても対象とならない

・公営企業にも早期是正機能がない等の課題
○公営企業もこれに準じた再建制度
　（地方公営企業法)

財政の早期健全化

（指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画の策定の義務付け等は平成２０年度決算から適用）

※赤字比率が５％以上の都道府県、２０％以上
の市町村は、法に基づく財政再建を行わなけれ
ば建設地方債を発行できない

地方公共団体の財政の健全化に関する法律について

※現行の再建制度においては、再建団体は、実質収支が均衡することが求められる

②～④

財政の早期健全化・財政の再生・公営企業の経営健全化のイメージ

財
政
悪
化早期健全化段階 再生段階

早期健全化基準 財政再生基準

（参考）現行の再建制度

①
早期健全化団体の計画目標
　・①は均衡する（０％）こと
　・②～④は早期健全化基準

を下回ること

再生団体の計画目標
　・①は均衡する（０％）こと
　・②～④は早期健全化基準

を下回ること

①

②～④

０％

再生団体

実質赤字比率
０％

経営健全化基準

準用再建団体

公営企業
会計

早期健全化団体

（財政の早期健全化・再生）

（公営企業の経営健全化）

⑤資金不足比率

経営健全化団体
⑤計画目標

　・⑤は経営健全化基準を下回ること

都道府県：3.75％ 都道府県：5％

都道府県：8.75％ 都道府県：15％（※）

（※）　３年間の経過措置(基準緩和）あり。
　　　　　・Ｈ２１・２２ ： ２５％（Ｈ２０・２１決算）
　　　　　・Ｈ２３　 　 ： ２０％（Ｈ２２決算）
　　　　　・Ｈ２４～　 ： １５％（Ｈ２３決算～）

都道府県：25％ 都道府県：35％

都道府県：400％

都道府県：20％

①実質赤字比率（現行）

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率
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